
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和７年５月吉日 

編集後記 

新緑の候、組合員の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

令和７年４月より、組合事務局としては、新たな体制となりました。 

引き続き、事務局一丸となり、事業推進に努めてまいります。 

組合ホームページには、組合員の皆様へお知らせする情報を、適宜、公開しておりますが、 

何かございましたら、組合ホームページよりお問い合わせいただくか、直接、組合事務局へ

ご相談ください。引き続き、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

組合事務局 

発行者：北春日部駅周辺地区土地区画整理組合 
事務局：桑嶋、松村、笹川、武田 

電 話：048-812-8078  
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第３０回理事会の様子 
（令和７年４月２６日（土）） 
梅田土地区画整理記念館にて 

令和７年４月２６日（土）に、第３０回理事会を開催いたしました。 

議事 

報告事項 

第１号 令和６年度３月分収支報告について 

第２号 工事の進捗状況について 

第３号 地区南西側の土留擁壁撤去等に関する現状と 

今後の進め方について 

第４号 設計・工事係会議開催報告について 

第５号 令和６年度国庫補助金の入金について 

第６号 ホームページの問合せについて 

  協議事項 

   第１号 令和６年度役員報酬及び支払い方法について 

第３０回理事会開催について 

第３０回理事会の報告 

令和７年４月２６日（土）に、令和７年度における最初の理事会を開催いたしました。 

６月２９日（日）には、内牧市民センターにて、令和６年度事業収支決算の総会の 

開催を予定しておりますが、理事会として、総会の議案内容を組合員の皆様に 

より一層のご理解をいただくため、準備を進めております。 

事業に関係する皆様にはご尽力をいただき、４月より本格的な工事着手を迎えることができ、 

組合員の皆様からも安堵の声が聞かれております。心より感謝を申し上げます。 

引き続き、工事の安全を第一に考え、事業を確実に進めてまいりますので、 

更なるご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

北春日部駅周辺地区土地区画整理組合 

理 事 長    須 田  秀 雄 
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令和７年４月２６日開催 

～会議中に質問等がありました主な内容～ 

 

（報告） 

工事の進捗状況について 

地区内の盛土による影響を地区外に及ぼさないようにするため、 

４月から応力遮断壁工：パワーブレンダー工法の工事を着手し、並行して、既存の水路

や道路舗装の撤去、地区北側の道路沿いの仮囲いの設置等を継続している旨、また、 

調整池の工事を進めるために必要となる、かえで通り沿いの工事用ゲート部から調整池

予定地への仮設道路工事もほぼ完了した旨の報告が、㈱大本組からありました。 

５月下旬からは、かえで通りの南東側ブロックへの土砂搬入・盛土を始める予定ですが、

引き続き、安全第一に工事を進めてまいります。 

 

（報告） 

令和６年度国庫補助金の入金について 

国庫補助金を財源とした令和５年度調査設計業務（その２）と令和６年度権利調査補正

業務委託について、４月２３日（水）付けで、春日部市から組合への助成金の入金が 

あった旨、組合事務局より、報告をいたしました。 

 

（報告） 

設計・工事係会議の開催報告について 

４月２４日（木）１０時から、担当理事出席のもと、設計・工事係会議を開催した旨、

組合事務局より、報告をいたしました。 

今回の設計・工事係会議では、以下について、内容を確認し、協議をいたしました。 

  １．応力遮断壁工について 

  ２．地区南西側の土留擁壁撤去等に関する現状と今後の進め方について 

  ３．建設発生土の搬入について 



２ 

 

組合会議室において、内容の確認・協議をした後に、 

現地において、応力遮断壁工：パワーブレンダー工法の施工状況を見学しながら、 

㈱大本組から、工事に関する説明を受けました。 

 

（報告） 

ホームページの問合せについて 

４月１５日（火）に、組合ホームぺージのお問い合わせフォームから、 

問い合わせがあった旨、組合事務局より、報告をいたしました。 

問い合わせ内容は、内牧小学校通学路について、今後の工事に伴う通行止めによる 

通学する子ども達への安全確保に関することでした。 

通学路の通行止めについては、㈱大本組から、内牧小学校の教頭先生を通じて、 

問い合わせいただいた方に対し、連絡をしていただきました。 

その連絡内容については、５月７日（水）より、梅田寺通り（市道 1-3 号線）を登校・

下校時の通学路として利用するため、登校時の通学路として利用していた梅田寺通りの

一筋南側の細い道路（市道 3-121 号線）を通行止めにする予定であることを説明し、 

ご理解いただきましたことの報告でありました。 

 

（協議） 

令和６年度役員報酬及び支払い方法について 

令和５年度役員報酬は、現金による受け渡しをしておりましたが、 

振込手数料がかからないインターネットバンキング活用の手続きが整いましたので、 

令和６年度役員報酬より、現金による受け渡しと銀行・郵便局等の口座振込による 

受け渡しの併用とすることに関する協議をいたしました。 

 

 

以上 


